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また、詳細診断調査の具体的な数値による例を以下に示す。 

 情報伝送系を例とすると、系の装置は TM・TC 親局装置、TM 親局装置、入出力処理装置、入

出力中継装置、TM・TC 子局装置、TM 子局装置のそれぞれの装置がある。 

 これらの情報伝送系の装置のうち TM 子局装置の詳細診断調査の結果、調査区分ごとの重み

（Ｕ）と状況評価（Ｗ）を取りまとめると表-11.2.25 のとおりである。 

 

表-11.2.25 総合点数計算例（TM 子局装置） 

調査区分 Ｋ１ 重み（Ｕ） 状況評価（Ｗ） 評価点 

機械的劣化の状況  

 

 

７ 

４ １ 評価点＝７×４×１  ＝２８ 

化学的劣化の状況 ４ ０．５ 評価点＝７×４×０．５＝１４ 

配線材料劣化の状況 ４ １．５ 評価点＝７×４×１．５＝４２ 

故障品修理の状況 ２ １ 評価点＝７×２×１  ＝１４ 

予備品入手の難易 ２ １ 評価点＝７×２×１  ＝１４ 

故障頻度 

（過去 5 年最大） 

４ １．５ 評価点＝７×４×１．５＝４２ 

評価点（TM 子局装置）＝２８＋１４＋４２＋１４＋１４＋４２＝１５４ 

 

 以下、同様に系の装置それぞれの調査区分ごとに評価し、装置の総合点数を算出し、系ごと

に「詳細診断調査表（系詳細）」に取りまとめる。（表-11.2.26 参照） 

調査表の所見欄は、数値の根拠又は特記事項等を記載する。 

 

「詳細診断調査表」は、系を構成する装置の劣化状況を確認して調査表（系詳細）を作成し、

最も状況評価による重み（Ｗ）の大きい装置の重みを採用して調査表（設備全体）の評価点と

していく。例として情報伝送系の詳細診断結果を表-11.2.26 に示す。また、同表を反映した「詳

細診断調査表（設備全体）記載例」を表-11.2.27 に示す。 

  

 

(3)不可視部分の取り扱い 

設備の現場条件によっては、点検や機能診断調査が行えない不可視部分（部位）がある。

その不可視部分については、機器の標準寿命による経過年数で判断する。 
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詳細診断調査表における調査区分の評価方法（例）を下記に示す。 

 

表-11.2.28 調査区分の評価方法（詳細診断調査）（例） 

調査区分 評価方法（反映する調査表等） 

(1)機械的劣化の状況 ・機械的劣化データシート（表-11.2.20） 

(2)化学的劣化の状況 ・化学的劣化データシート（表-11.2.21） 

(3)配線材料劣化の状

況 

・配線材劣化データシート（表-11.2.22） 

・電源電圧データシート（表-11.2.23） 

・絶縁抵抗データシート（表-11.2.24） 

(4)故障品修理の状況 ・事前調査表（各系概要）（表-11.2.4）の「4.整備実績」 

・事前調査表（意識調査表）（表-11.2.5）の「(3)故障時の

処置」 

(5)予備品入手の難易 ・事前調査表（予備品・修理品）（表-11.2.7） 

・事前調査表（意識調査表）（表-11.2.5）の「(5)予備品の

入手」 

・概略診断調査表（表-11.2.17）の「予備品保有状況」、「廃

止品の有無」 

(6)故障頻度 

（過去 5 年の最大） 

 

・事前調査表（各系概要）（表-11.2.4）の「5.故障・不具

合の記録」 

・概略診断調査表（表-11.2.17）の「故障履歴」 
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11.3 機能診断評価 

11.3.1 機能診断評価の視点 

機能診断評価は、設備を構成する系及び装置毎に行うことを基本とし、機能診断調査の結

果から設備・系・装置の性能低下状態やその要因を把握するとともに、設備・系・装置の健

全度を総合的に把握し、性能維持や機能保全計画策定のために行う。 

【解説】 

機能診断調査より得られた結果をもとに健全度評価を行い、性能レベルが低下しないように

施設管理者に対して助言を行い、点検・整備を通じ性能維持に努めてもらう必要がある。 

また、性能低下が著しく、経済性からも性能維持が困難な場合などは、更新に向けた判断指

標として、健全度を把握する必要がある。 

表-11.3.1 に水管理制御設備の設備全体、系、装置における健全度ランクの区分を示す。水

管理制御設備においては性能レベルや劣化の具合の判断が難しい。このため、健全度ランクの

決定に当たっては施設管理者や点検作業者の経験や故障発生頻度による定性的観点と、概略診

断調査表や詳細診断調査表の評価点による定量的観点を総合的に判断して決定する必要がある。 

 

表-11.3.1 設備全体、系、装置における健全度ランクの区分 

健全度 

ランク 
健全度ランクの定義 対応する対策の目安 

対応する 

評価点の目安 

Ｓ－５ 

異常が認められない状態 

対策不要 0～ 200 

Ｓ－４ 

軽微な劣化が見られるが、機能上の支

障はない状態 
継続監視 

（予防保全を含む） 
201～ 400 

Ｓ－３ 

装置又は部品の交換により正常な運

用が保てる状態 
劣化対策 

（部分修理・交換） 
401～ 600 

Ｓ－２ 

更新が必要な程度の劣化状態にあり、

システム停止などの重故障に至る可

能性が高い状態 

更新 

（全体・部分） 
601～ 800 

Ｓ－１ 

極めて重度の劣化状態にあり、本来的

機能及び社会的機能が総合的に著し

く低下し至急に更新が必要な状態 

至急更新 

（全体・部分） 
801～1000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」） 
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11.3.2 機能診断の手順 

故障履歴や点検・修理結果などにより水管理制御設備の運転・管理状況の把握を行い、異常

の発生頻度、老朽化（例：稼働後１０年以上）の有無、機能向上、延命化要求の有無などを調

査し、調査結果によって概略診断及び詳細診断を実施し、総合的な機能・性能評価を行うこと

が重要である。健全度評価の手順を図-11.3.1 に示す。なお、図中の判定に使用する数値 Toは

概略診断調査の結果から概略診断調査表により導き出される千分率で表されたものであり、詳

細診断調査に移行する判断基準である。水管理制御設備では系・装置毎に健全度評価を行い、

その評価結果を基に設備全体の健全度評価を行い、全更新や部分更新といった更新方法を検討

することになる。 

合わせて、基本手順の他に予備品の保有状況を確認する必要がある。また、現行水管理制御

設備納入メーカーに対して、使用基板等の製造中止情報や使用しているＯＳ（Operating System）

や開発言語のサポート状況、ソフトウェア開発環境構築可否などを確認しておく必要がある。

これは、今後施設に障害が発生した場合において修理対応が可・不可の要因となる。修理対応

不可の場合には基本手順フローに係わらず対象装置の部分更新や全体更新の検討を始める必要

があるため、重要な情報である。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


